
対象措置の影響を受けた飲食店と直接取引を反復継続して行っていることによる影響

自らは「対象措置実施都道府県内」に所在しており、対象措置の影響を受けた飲食店と間接取引を反復継続して行っているこ
とによる影響

自らは「対象措置実施都道府県外」に所在しており、対象措置の影響を受けた飲食店と間接取引を反復継続して行っているこ
とによる影響

自らは、「対面営業のBtoC事業者」であり、かつ「対象措置実施都道府県内」に所在しており、主に対面で「個人顧客」向け
に「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響

自らは、「旅行関連事業者」であり、かつ「対象措置実施都道府県外」で特に外出自粛等の影響を受けている地域に所在して
おり、主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響

自らは、「BtoC事業者」であり、「対象措置実施都道府県の個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続
的に行っていることによる影響

「Y-1区分、Y-2区分又はY-3区分の事業者」に、直接、「商品の販売」又は「サービスの提供」を反復継続して行っているこ
とによる影響

「Y-1区分、Y-2区分又はY-3区分の事業者」に、販売・提供先を経由して、「商品の販売」又は「サービスの提供」を反復継
続して行っていることによる影響

出典:経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html）、「月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイ
ド」（経済産業省ウェブサイト）（https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf）をもとに行政書士佐々木秀敏事務所が作成
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